
�愛媛県告示第３６９号
次のとおり落札者を決定した。

平成２５年４月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３７０号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第５５条の規定により、次のとおり地方卸売市場の開設を許可した。

平成２５年４月９日

愛媛県知事 中 村 時 広
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

告 示

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

広報紙の印刷及び新聞折り込み業務
一式

愛媛県企画振興部
管理局広報広聴課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２５年３月２６日
株式会社愛媛新聞社
愛媛県松山市大手町一
丁目１２番地１

６．３円
（一部当たり） 一般競争入札 平成２５年２月１２日

許可番号 許可年月日 開設者の氏名
又 は 名 称

地 方 卸 売 市 場
取扱品目の部類

所 在 地 名 称

水市場第３７号 平成２５年４月７日 八幡浜市 八幡浜市字沖新田１５８５番地９ 八幡浜市水産物地方卸売市場 水産物部
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�愛媛県告示第３７１号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第６０条の規定により、次のとおり地方卸売市場の廃止を許可した。

平成２５年４月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３７２号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第５８条第１項の規定により、次のとおり地方卸売市場における卸売の業務の許可をした。

平成２５年４月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３７３号
愛媛県卸売市場条例（昭和４７年愛媛県条例第２５号）第８条の規定に基づき、卸売業者から次のとおり卸売の業務を廃止した旨の届出があっ

た。

平成２５年４月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３７４号
愛媛県卸売市場条例（昭和４７年愛媛県条例第２５号）第８条の規定に基づき、卸売業者から次のとおり卸売の業務を廃止した旨の届出があっ

た。

平成２５年４月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３７５号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成２５年４月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（四国地方三角点標高改定に伴う三角点

改測作業）

２ 作業期間 平成２４年７月１７日から

平成２５年２月２８日まで

３ 作業地域 宇和島市、八幡浜市、西予市、鬼北町

許可年月日 開設者の氏名
又 は 名 称

廃 止 に 係 る 地 方 卸 売 市 場
取扱品目の部類

所 在 地 名 称

平成２５年４月６日 八幡浜市 八幡浜市字沖新田１５８１番地２２ 八幡浜市水産物地方卸売市場 水産物部

許可番号 許可年月日
卸 売 業 者 卸売の業務を

行う地方卸売
市場の名称

取扱品目の部類
住 所 又 は 所 在 地 氏 名 又 は 名 称

水卸第５１号 平成２５年４月７日 八幡浜市４３５番地３５ 玉岡水産株式会社 八幡浜市水産物地
方卸売市場 水産物部

水卸第５２号 平成２５年４月７日 八幡浜市１５２２番地１８ 八幡浜漁業協同組合 八幡浜市水産物地
方卸売市場 水産物部

廃 止 年 月 日
卸 売 業 者 卸売の業務を行っていた地方卸売市場

の名称
廃 止 し た
取 扱 品 目
の 部 類住 所 又 は 所 在 地 氏 名 又 は 名 称

平成２５年４月６日 八幡浜市４３５番地３５ 玉岡水産株式会社 八幡浜市水産物地方卸売市場 水産物部

廃 止 年 月 日
卸 売 業 者 卸売の業務を行っていた地方卸売市場

の名称
廃 止 し た
取 扱 品 目
の 部 類住 所 又 は 所 在 地 氏 名 又 は 名 称

平成２５年４月６日 八幡浜市１５２２番地１８ 八幡浜漁業協同組合 八幡浜市水産物地方卸売市場 水産物部
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�愛媛県告示第３７６号
次のとおり落札者を決定した。

平成２５年４月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３７７号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

り告示する。

平成２５年４月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３７８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年４月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年４月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県漁業取締船用燃料軽油（免税・
ＪＩＳ Ｋ２２０４ ２号）
１００リットル当たりの単価
約４９８，４００リットル

愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２５年３月２２日
太陽石油販売株式会社
愛媛県松山市高岡町７４
番地１

８，１４０円 一般競争入札 平成２５年２月１日

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

西第
６号

西条市福武甲２０９３番地 西条農業高等学校Ｐ．Ｔ．Ａ 西条市福武甲２０９３番地 平成２５年３月３１日

三崎
第１
号

西宇和郡伊方町三崎５１１番地 県立三崎高等学校 西宇和郡伊方町三崎５１１番地
三崎高等学校内

平成２５年３月３１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１７号 今治市波止浜一丁目４１２番２ 平成２５年４月９日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３８０号
喜多郡内子町日野川６番から

同町日野川７番２まで
平成２５年４月９日
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�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年４月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�公 告

争議行為の通知の公表について

えひめメディコープ労働組合執行委員長永井正志から次のとおり

争議行為を行う旨の通知が平成２５年４月３日あったので公表する。

平成２５年４月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 平成２５年度賃金引き上げその他に関する事項

２ 日時 平成２５年４月１４日午前０時以降、解決に至るまで

３ 場所 株式会社えひめメディコープ あったか拓南

松山市中村３丁目１－１

４ 概要 前記記載の場所において、同盟罷業、怠業、時間外労働

拒否、宿直拒否、夜勤拒否及び全ての行為を複合的に実

施する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第１９号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２５年４月９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

１ 病院

名 称 所 在 地 指定年月日

省略

西条市民病院 省略

渡部病院 西条市周布３３１－１ 平成２５年４月９日

省略

２ 省略

３ 老人ホーム

名 称 種類 所 在 地 指定年月日

省略

さらさ道後 省略

軽費老人ホーム

梅本の里

軽費老人

ホーム

松山市北梅本町

１６２４－１

平成２５年４月９

日

省略

４・５ 省略

１ 病院

名 称 所 在 地 指定年月日

省略

渡部内科病院 西条市周布３３９ 平成２年１２月２１日

西条市民病院 省略

省略

２ 省略

３ 老人ホーム

名 称 種類 所 在 地 指定年月日

省略

さらさ道後 省略

省略

４・５ 省略

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年３月２６日 特定非営利活動法人ぷらす 唐 原 慎 一 松山市鷹子町７５７番地１ サーパ
ス鷹子３０４号

この法人は、地域で暮らす障がいをもった方が、
補助的な作業を修得することにより地域労働者
のひとりとして誇りを持ち、積極的で活発な社
会生活をおくれるような場所を提供したり、自
立することを目指したプログラムを用意するこ
とで一般社会への就労を支援する事業を行い、
利用者が本事業をステップとして社会に出て活
躍することで地域社会の様々な課題解決に寄与
することを目的とする。

選挙管理委員会告示

改 正 後 改 正 前

愛 媛 県 報平成２５年４月９日 第２４６０号
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�愛媛県選挙管理委員会告示第２０号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２５年４月９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

１・２ 省略

３ 老人ホーム

名 称 種類 所 在 地 指定年月日

省略

省略

愛南町養護老人

ホーム南楽荘

省略

特別養護老人ホ

ーム自在園

特別養護老

人ホーム

南宇和郡愛南町

満倉２３０１－１

平成２５年４月

９日

４・５ 省略

１・２ 省略

３ 老人ホーム

名 称 種類 所 在 地 指定年月日

省略

特別養護老人ホ

ーム自在園

特別養護老

人ホーム

南宇和郡愛南町

御荘平城５２７２

昭和５１年７月

７日

省略

愛南町養護老人

ホーム南楽荘

省略

４・５ 省略

改 正 後 改 正 前

平成２５年４月９日 発行

愛 媛 県 報平成２５年４月９日 第２４６０号
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